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　第１章　環境問題の動向
　　　環境問題と言えばかつては「産業公害」と言われ、高度経済成長の過程で、急激な工業化と都市

　　化の進展に伴い、大気汚染や水質汚濁による生活環境の悪化などといった問題が発生しました。

　　　その後、特定事業者や工場等に原因する公害は各種法律の施行に伴い克服される一方で、一般家

　　庭排水に起因する都市河川の汚濁や廃棄物問題など都市・生活型のライフスタイルに起因する環境

　　問題が新たな課題となってきました。

　　　最近の環境問題の多くは、地球温暖化などに見られるように、私たちの日常生活や事業活動など

　　あらゆることが関ってきており、一人ひとりが環境の視点に立って行動することが求められていま

　　す。すなわち私たちの暮らしそのものを便利さや物を優先するライフスタイルから、地球にやさし

　　いライフスタイルへ変えていく必要があり、そのためには、これまでの大量生産・大量消費の社会

　　から、すべての資源を有効に活かす資源循環型社会へ転換していかなくてはなりません。

　　　千葉県は、四方を海と川に囲まれて、温暖な気候と、広い大地、水と緑の豊かな自然に恵まれて

　　います。この豊かな自然を守り、貴重な財産として次の世代に引き継いでいくことは私たちの責務

　　です。

第１部　取り戻そう豊かな環境！つなげよう未来へ

産業公害

都市・生活型環境問題

循環型社会の構築に向けた取組

新たな環境問題

　昭和30年代以降、千葉県は東京湾沿岸部の埋め
立て地を中心に工場立地が進み、我が国有数の産
業県に発展しました。
　一方、二酸化硫黄による大気汚染や工場排水に
よる河川等の水質汚濁が進み、生活環境が悪化し
ました。

　人口の急増に伴う都市河川・湖沼等の水質悪
化、廃棄物の発生量の増大や自動車保有台数の増
加など、私たちの日常生活に起因する環境問題が
生じてきました。
　このような環境問題の解決には、私たち自らが
「被害者であり、加害者でもある」ことを理解
し、ライフスタイルを見直し、環境に配慮した率
先的な取り組みを行う必要があります。

　地球温暖化問題に代表されるような地球規模の
環境問題や人の健康に影響を及ぼすダイオキシン
等の化学物質汚染問題が発生しています。

河川・湖沼・海域の水質汚濁問題

廃棄物問題

自動車交通公害問題

生 活 排 水 対 策

一般廃棄物・産業廃棄物対策

窒素酸化物・浮遊粒子状物質対策

地球規模の環境問題

地球温暖化・オゾン層保護・酸性雨対策

化学物質による汚染問題

ダ イ オ キ シ ン 等

社会経済ｼｽﾃﾑ・ﾗｲﾌｽﾀｲﾙの見直し

３Ｒの推進・バイオマス利活用
　私たちは地球の恵みを利用し、大量生産・大量消費・大量廃棄
により、環境への負荷を増大させてきました。そのため、身近な
環境問題や地球規模の環境問題が発生しています。
　今、私たちは環境への負荷をできるだけ少なくした循環型社会
を構築するため、人類の英知を結集しながら、環境と社会の健全
な関係を築き、恵み豊かな環境の保全と将来への継承を目指す率
先した行動が求められています。

～環境問題の動向と本県の取組～
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